
目

次

規

則

○
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

告

示

○
保
安
林
皆
伐
許
容
面
積
の
限
度
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
一

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
四

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
四

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

監
査
委
員

○
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
六

規

則

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
号

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

第
七
号
様
式
中

を
」

「

に
改
め
る
。

」

第
八
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
、

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
令
和
元
年
度
保
安
林
皆
伐
許
容
面
積
の
限
度
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第91号令和元年12月２日 月曜日

本
籍

氏
名
新旧

氏
名
新旧

本
籍

居
住
地
新旧

居
住
地
新旧

第
九
十
一
号

令
和
元
年十

二
月
二
日

（
月
曜
日
）



令
和
元
年
十
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

皆
伐
許
容
面
積
限
度
を
定
め
る
単

位
区
域
又
は
森
林
の
集
団
の
所
在

保

安

林

種

皆
伐
許
容
面
積
限
度

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

中
村
川
〜
笹
内
川

水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
三
五
六
・
〇
七

岩
木
川
下
流

〃

四
七
四
・
八
一

岩
木
川
上
流

〃

一
、
〇
〇
五
・
四
六

平
川

〃

三
九
七
・
六
八

浅
瀬
石
川

〃

四
〇
五
・
六
二

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
、
〇
一
〇
・
一
一

青
森
地
区

〃

七
二
九
・
九
四

下
北
東
部

〃

一
、
一
二
六
・
二
六

下
北
西
部

〃

八
六
四
・
三
六

上
北
地
区

〃

一
四
一
・
二
八

七
戸
川

〃

五
五
七
・
三
七

奥
入
瀬
川

〃

三
六
四
・
四
九

馬
淵
川
下
流

〃

八
七
九
・
一
五

新
井
田
川

〃

一
三
八
・
八
二

中
村
川
〜
笹
内
川

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
五
六
・
七
二

岩
木
川
下
流

〃

二
八
四
・
四
八

岩
木
川
上
流

〃

一
〇
・
七
〇

平
川

〃

四
二
・
〇
六

浅
瀬
石
川

〃

八
四
・
一
七

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
九
・
〇
六

青
森
地
区

〃

一
七
四
・
四
八

下
北
東
部

〃

一
四
七
・
五
四

下
北
西
部

〃

二
四
・
三
四

上
北
地
区

〃

一
〇
〇
・
二
八

七
戸
川

〃

〇
・
六
二

奥
入
瀬
川

〃

八
五
・
九
〇

馬
淵
川
下
流

〃

七
九
・
三
六

新
井
田
川

〃

〇
・
八
六

つ
が
る
市

飛
砂
防
備
保
安
林

一
・
六
四

五
所
川
原
市

〃

五
・
七
八

下
北
郡
東
通
村

〃

一
五
・
六
八

む
つ
市

〃

〇
・
二
〇

（ ）2青 森 県 報 第91号令和元年12月２日 月曜日



下
北
郡
大
間
町

〃

〇
・
三
〇

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

六
・
一
六

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

九
・
七
二

上
北
郡
横
浜
町

〃

二
一
・
三
八

三
沢
市

〃

二
四
・
八
六

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

四
・
七
〇

八
戸
市

〃

一
・
六
〇

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

防
風
保
安
林

三
・
八
二

西
津
軽
郡
深
浦
町

〃

二
・
八
四

つ
が
る
市

〃

一
二
八
・
八
九

五
所
川
原
市

〃

一
五
・
一
四

北
津
軽
郡
鶴
田
町

〃

三
・
二
六

北
津
軽
郡
中
泊
町

〃

〇
・
〇
二

弘
前
市

〃

〇
・
二
六

下
北
郡
東
通
村

〃

一
三
・
七
八

む
つ
市

〃

四
・
一
〇

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

〇
・
五
〇

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

三
五
・
〇
六

上
北
郡
横
浜
町

〃

八
・
三
六

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
六
四

上
北
郡
七
戸
町

〃

〇
・
九
六

十
和
田
市

〃

〇
・
四
八

三
沢
市

〃

四
・
三
〇

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

〇
・
〇
四

北
津
軽
郡
中
泊
町

干
害
防
備
保
安
林

二
・
四
〇

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町

〃

〇
・
〇
八

青
森
市

〃

一
・
七
四

東
津
軽
郡
平
内
町

〃

一
〇
六
・
〇
二

む
つ
市

〃

三
一
・
〇
〇

下
北
郡
大
間
町

〃

三
・
六
〇

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

〇
・
九
八

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

四
八
・
二
八

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
三
六

上
北
郡
七
戸
町

〃

二
・
九
六
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十
和
田
市

〃

一
・
五
二

三
沢
市

〃

三
・
二
四

八
戸
市

〃

一
・
〇
〇

三
戸
郡
階
上
町

〃

二
・
二
八

三
戸
郡
三
戸
町

〃

九
・
三
二

三
戸
郡
南
部
町

〃

八
・
六
二

津
軽
地
区

保
健
保
安
林

一
五
九
・
一
四

南
部
地
区

〃

九
三
・
六
四

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
蟹
田
塩
越
三
一
三
の
二

宮
本

宏

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
蟹
田
一
三
三
の
四

飯
田

信
良

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
今
津
才
の
神
七
一
の
一
五廣
海

幸
光

外
ヶ
浜

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道
路

課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

（ ）4青 森 県 報 第91号令和元年12月２日 月曜日

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

県

道

水
喰
上
北
町

停
車
場
線

上
北
郡
東
北
町
字
日
影
林
ノ
上
山
八
七
三
の
一
四
か
ら

上
北
郡
東
北
町
字
乙
越
一
三
四
の
一
ま
で

前

五
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
九
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
、
八
九
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

前

一
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
、
一
四
八
・
七
二
メ
ー
ト
ル

後

五
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
九
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
、
八
九
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

後

一
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

八
一
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
、
一
四
八
・
七
二
メ
ー
ト
ル



青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道
路

課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
水
喰
上
北
町

停
車
場
線

上
北
郡
東
北
町
字
日
影
林
ノ
上
山
八
七
三
の
一
四
か

ら上
北
郡
東
北
町
字
日
影
林
ノ
上
山
八
五
七
の
四
ま
で

令
和
元
･一二･
三

上
北
郡
東
北
町
字
和
山
平
二
二
の
一
か
ら

上
北
郡
東
北
町
字
往
来
ノ
下
三
〇
の
一
ま
で

上
北
郡
東
北
町
字
往
来
ノ
下
三
五
の
二
か
ら

上
北
郡
東
北
町
字
乙
越
一
三
四
の
一
ま
で

上
北
郡
東
北
町
字
乙
越
三
の
一
か
ら

上
北
郡
東
北
町
字
鳥
口
平
一
の
二
一
一
ま
で

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ア
サ
ヒ
ケ
ン

二

代
表
者
の
氏
名

篠
崎
由
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
石
江
字
岡
部
七
六
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
六
）
第
六
六
七
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
元
年
十
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
元
年
九
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

グ
リ
ー
ン
開
発
機
工
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

森
山
義
弘

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
新
田
三
丁
目
一
一
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
〇
）
第
一
〇
〇
八
五
一
号

（ ）5 青 森 県 報 第91号令和元年12月２日 月曜日

上
北
郡
東
北
町
字
乙
越
三
の
一
か
ら

上
北
郡
東
北
町
字
鳥
口
平
一
の
二
一
一
ま
で

前

一
〇
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
四
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
五
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

後

一
四
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
五
・
四
〇
メ
ー
ト
ル



五

取
消
年
月
日

令
和
元
年
十
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
元
年
九
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

監

査

委

員

監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

令
和
元
年
９
月
17日
付
け
青
森
県
報
号
外
第
46号
で
公
表
し
た
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
地
方
自

治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
、
青
森
県
知
事
、
青
森
県
教

育
委
員
会
教
育
長
及
び
青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長
か
ら
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
元
年
12月
２
日

青
森
県
監
査
委
員

須
藤
光
昭

同
川
嶋
由
紀
子

同
寺
田
達
也

同
花
田
栄
介

監
査
箇
所
名

監
査
結
果

措
置
の
内
容

財
政
課

法
令
等
を
遵
守
し
、

内
部
統
制
の
確
立
を
図

る
必
要
が
あ
る
。

課
内
職
員
に
法
令
等
の
遵
守
に
つ

い
て
周
知
を
図
り
、
内
部
の
チ
ェ
ッ

ク
体
制
を
強
化
し
た
。

歳
入
の
年
度
区
分
に

つ
い
て
適
切
で
な
い
も

の
が
あ
る
。

歳
入
の
年
度
区
分
の
適
切
な
処
理

に
つ
い
て
、
内
部
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制

を
強
化
し
た
。

人
事
課

職
員
手
当
等
に
お
い

て
、
退
職
手
当
の
決
定

が
誤
っ
て
い
る
も
の
が

あ
る
。

退
職
手
当
の
計
算
様
式
の
一
部
変

更
や
支
給
実
績
一
覧
表
に
よ
る
管
理

方
法
の
改
善
等
を
行
い
、
十
分
な
確

認
体
制
を
構
築
し
た
。

青
森
県
東
京
事
務
所

雑
入
に
お
い
て
、
調

定
手
続
が
遅
延
し
て
い

る
も
の
が
あ
る
。

事
務
処
理
の
適
正
執
行
に
つ
い
て

職
員
に
周
知
を
図
り
、
再
発
防
止
に

努
め
る
こ
と
と
す
る
。

東
青
地
域
県
民
局
県
税
部

中
南
地
域
県
民
局
県
税
部

三
八
地
域
県
民
局
県
税
部

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部

上
北
地
域
県
民
局
県
税
部

下
北
地
域
県
民
局
県
税
部

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
。

県
税
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て

は
、
市
町
村
や
市
町
村
税
滞
納
整
理

機
構
と
連
携
の
上
、
様
々
な
徴
収
対

策
を
講
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
23

年
度
以
後
、
８
年
連
続
で
縮
減
を
図

る
こ
と
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

引
き
続
き
、
総
合
的
な
対
策
を
講
じ

る
と
と
も
に
、
特
に
、
県
税
全
体
の

収
入
未
済
額
の
約
９
割
を
占
め
る
個

人
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
税

滞
納
整
理
機
構
と
協
力
し
な
が
ら
、

市
町
村
を
積
極
的
に
支
援
し
、
更
な

る
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
取
り
組
ん

で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

東
青
地
域
県
民
局
地
域
連

携
部

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
。

今
後
と
も
債
権
管
理
を
適
切
に
行

い
、
収
入
未
済
の
解
消
に
努
め
て
い

く
。

環
境
保
全
課

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
。

財
産
調
査
等
に
よ
り
滞
納
者
の
現

状
を
確
認
し
、
支
払
意
思
の
確
認
、

支
払
方
法
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
、

一
部
徴
収
を
行
っ
た
ほ
か
、
差
押
財

産
の
取
立
て
を
実
施
し
た
。

収
入
未
済
解
消
の
た
め
、
今
後
も

継
続
し
て
財
産
調
査
を
行
い
、
適
切

に
債
権
管
理
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
滞
納
処
分
可
能
な
財
産
が

な
い
と
判
断
し
た
滞
納
者
に
つ
い
て

は
、
滞
納
処
分
の
執
行
停
止
を
行
う

と
と
も
に
、
一
部
に
つ
い
て
不
納
欠

損
処
分
を
行
っ
た
。

報
償
費
及
び
旅
費
に

お
い
て
、
支
払
手
続
が

遅
延
し
て
い
る
も
の
が

あ
る
。

定
期
及
び
随
時
の
支
出
に
つ
い

て
、
経
理
担
当
、
事
業
担
当
及
び
管

理
監
督
者
が
管
理
表
等
に
よ
る
支
払

手
続
の
進
捗
確
認
を
徹
底
す
る
こ
と

に
よ
り
再
発
防
止
を
図
っ
て
い
る
。

自
然
保
護
課

財
産
貸
付
収
入
に
お

い
て
、
調
定
手
続
が
遅

延
し
て
い
る
も
の
が
あ

る
。

職
員
に
対
し
て
、
遅
延
し
た
処
理

内
容
の
周
知
を
行
う
と
と
も
に
、
グ

ル
ー
プ
間
で
の
情
報
共
有
及
び
連
携

強
化
を
図
り
相
互
チ
ェ
ッ
ク
を
強
化

す
る
こ
と
で
再
発
防
止
に
努
め
る
こ

と
と
し
た
。
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医
療
薬
務
課

障
害
福
祉
課

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
。

制
度
内
容
と
利
用
者
の
義
務
を
丁

寧
に
説
明
す
る
等
、
利
用
者
に
適
切

な
周
知
を
行
い
、
債
権
発
生
の
未
然

防
止
を
図
る
。

返
還
金
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や

か
に
対
象
者
に
返
還
理
由
等
を
説
明

し
、
収
入
未
済
と
な
ら
な
い
よ
う
指

導
し
て
い
く
。

ま
た
、
収
入
未
済
が
生
じ
た
場
合

は
、
速
や
か
に
滞
納
者
の
状
況
を
把

握
し
、電
話
、
文
書
及
び
訪
問
等
に

よ
る
催
促
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要

に
応
じ
て
財
務
規
則
に
規
定
す
る
督

促
状
を
発
出
し
、
収
入
未
済
の
解
消

に
努
め
る
。

子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み

ら
い

委
託
料
に
お
い
て
、

競
争
入
札
で
執
行
す
べ

き
契
約
を
随
意
契
約
で

執
行
し
て
い
る
も
の
が

あ
る
。

指
摘
内
容
を
情
報
共
有
す
る
と
と

も
に
、
契
約
手
続
の
際
に
財
務
規
則

の
確
認
を
徹
底
し
、
併
せ
て
職
員
相

互
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
も
確
実
に
行
う

こ
と
と
し
た
。

さ
わ
ら
び
療
育
福
祉
セ
ン

タ
ー

職
員
手
当
等
に
お
い

て
、
支
払
手
続
が
遅
延

し
て
い
る
も
の
が
あ

る
。

手
当
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
関

係
条
例
等
に
十
分
照
ら
し
て
支
給
率

適
用
の
要
件
等
を
確
認
し
、
給
与
改

定
の
有
無
等
基
礎
的
事
項
の
確
認
を

徹
底
す
る
と
と
も
に
、
関
係
部
署
に

よ
る
合
議
の
際
に
お
い
て
も
複
数
の

関
係
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う

こ
と
と
し
た
。

商
工
政
策
課

地
域
産
業
課

労
政
・
能
力
開
発
課

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
。

延
滞
企
業
へ
の
訪
問
、
電
話
等
に

よ
る
催
促
及
び
分
割
納
入
等
の
指
導

を
行
い
な
が
ら
回
収
に
努
め
る
。

団
体
経
営
改
善
課

林
政
課

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
。

引
き
続
き
債
務
者
に
対
す
る
個
別

面
談
等
を
実
施
し
、
収
入
未
済
の
早

期
解
消
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

漁
港
漁
場
整
備
課

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
。

清
算
法
人
の
債
務
に
つ
い
て
は
、

代
表
清
算
人
が
死
亡
し
て
お
り
、
換

価
財
産
が
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
債

権
の
徴
収
は
困
難
と
判
断
さ
れ
徴
収

停
止
中
で
あ
る
た
め
、
今
後
と
も
当

該
清
算
法
人
を
と
り
ま
く
状
況
の
変

化
に
注
視
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

一
方
、
土
地
貸
付
に
係
る
個
人
の

債
務
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
個
別

面
談
等
を
実
施
し
、
収
入
未
済
の
早

期
解
消
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

監
理
課

工
事
請
負
費
等
に
お

い
て
、
契
約
手
続
に
関

す
る
指
導
が
適
正
で
な

い
も
の
が
あ
る
。

指
導
に
つ
い
て
は
平
成
30年
12月

12日
付
け
青
監
第
881号

監
理
課
長

通
知
に
よ
り
廃
止
し
、
是
正
し
た
。

以
降
は
財
務
規
則
に
則
っ
て
適
正
に

契
約
手
続
を
行
う
よ
う
指
導
し
た
。

港
湾
空
港
課

未
利
用
財
産
の
解
消

に
努
め
る
こ
と
。

地
元
自
治
体
や
八
戸
港
国
際
物
流

拠
点
化
推
進
協
議
会
と
の
連
携
を
強

化
す
る
と
と
も
に
、
港
湾
関
連
企
業

等
に
対
し
て
よ
り
積
極
的
に
購
入
を

働
き
か
け
、
未
利
用
財
産
の
解
消
に

努
め
て
い
る
。

建
築
住
宅
課

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
。

債
務
者
に
対
し
、
平
成
24年
９
月

に
住
宅
供
給
公
社
よ
り
債
権
を
譲
り

受
け
た
旨
の
通
知
を
行
っ
て
お
り
、

平
成
27年
11月
に
債
務
残
高
確
認
書

を
徴
取
し
た
。

債
務
者
に
対
し
て
は
、
定
期
的
に

接
触
を
図
り
、
生
活
状
況
を
確
認
し

な
が
ら
、
引
き
続
き
債
権
の
適
切
な

管
理
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

委
託
料
に
お
い
て
、

支
払
手
続
が
遅
延
し
て

い
る
も
の
が
あ
る
。

滞
納
家
賃
等
の
収
納
窓
口
と
な
る

各
地
域
整
備
部
の
担
当
者
に
対
し
、

収
入
日
計
表
に
よ
る
確
認
作
業
の
徹

底
を
指
示
し
、
再
発
防
止
及
び
適
切

な
事
務
処
理
に
努
め
る
こ
と
と
し

た
。

誘
客
交
流
課

報
償
費
に
お
い
て
、

支
払
手
続
が
遅
延
し
て

い
る
も
の
が
あ
る
。

指
摘
事
項
の
内
容
に
つ
い
て
職
員

に
周
知
し
、
財
務
規
則
等
の
遵
守
を

指
導
す
る
と
と
も
に
、
物
品
購
入
手

続
に
係
る
支
払
事
務
の
進
捗
管
理
、

委
託
契
約
精
算
時
の
支
出
証
拠
書
類

の
複
数
名
に
よ
る
検
査
を
行
い
、
再

発
防
止
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

委
託
料
に
お
い
て
、

精
算
誤
り
に
よ
り
過
払

い
を
し
て
い
る
も
の
が

あ
る
。

指
摘
事
項
の
内
容
に
つ
い
て
職
員

に
周
知
し
、
財
務
規
則
等
の
遵
守
を

指
導
す
る
と
と
も
に
、
物
品
購
入
手

続
に
係
る
支
払
事
務
の
進
捗
管
理
、

委
託
契
約
精
算
時
の
支
出
証
拠
書
類

の
複
数
名
に
よ
る
検
査
を
行
い
、
再

発
防
止
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局

委
託
料
に
お
い
て
、

契
約
手
続
が
適
正
で
な

い
も
の
が
あ
る
。

指
摘
事
項
の
内
容
に
つ
い
て
職
員

に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
職
員
相
互

に
よ
る
内
部
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化

を
図
る
こ
と
と
し
た
。
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青
森
県
立
中
央
病
院

支
払
手
続
が
適
正
で

な
い
も
の
が
あ
る
。

支
払
に
係
る
関
係
規
程
等
を
職
員

に
改
め
て
周
知
徹
底
す
る
と
と
も

に
、
内
部
審
査
体
制
を
強
化
す
る
こ

と
に
よ
り
、
再
発
防
止
に
努
め
る
。

過
年
度
医
業
未
収
金

の
解
消
に
努
め
る
こ

と
。

文
書
や
電
話
で
の
催
促
の
ほ
か
、

訪
問
徴
収
専
門
職
員
に
よ
る
計
画
的

な
訪
問
徴
収
や
未
納
者
に
対
す
る
簡

易
裁
判
所
へ
の
支
払
督
促
の
申
立
て

な
ど
の
未
収
金
回
収
に
取
り
組
み
つ

つ
、
未
納
者
が
支
払
計
画
に
つ
い
て

相
談
し
や
す
い
仕
組
み
づ
く
り
な
ど

未
然
防
止
の
取
組
に
つ
い
て
も
強
化

し
、
未
収
金
の
圧
縮
に
努
め
る
。

医
業
費
用
に
お
い

て
、
支
払
手
続
が
遅
延

し
て
い
る
も
の
が
あ

る
。

支
払
に
係
る
関
係
規
程
等
を
職
員

に
改
め
て
周
知
徹
底
す
る
と
と
も

に
、
内
部
審
査
体
制
を
強
化
す
る
こ

と
に
よ
り
、
再
発
防
止
に
努
め
る
。

青
森
県
立
つ
く
し
が
丘
病

院
過
年
度
医
業
未
収
金

の
解
消
に
努
め
る
こ

と
。

文
書
や
電
話
、
あ
る
い
は
面
談
に

よ
る
未
収
金
の
督
促
等
を
実
施
し
て

お
り
、
今
後
も
継
続
し
て
未
収
金
の

回
収
に
努
め
る
。

当
年
度
は
、
113,31

7,949円
の
純
利
益
を

計
上
し
た
も
の
の
、
累

積
欠
損
金
が
150,063,

356円
と
な
っ
て
い
る

の
で
、
そ
の
解
消
に
努

め
る
こ
と
。

急
性
期
治
療
病
棟
の
効
率
的
な
運

用
や
、
訪
問
看
護
な
ど
に
よ
る
診
療

収
入
の
増
収
、
ま
た
、
材
料
費
や
経

費
の
節
減
を
よ
り
一
層
進
め
る
こ
と

に
よ
り
、
累
積
欠
損
金
の
縮
減
に
努

め
る
。

職
員
福
利
課

法
令
等
を
遵
守
し
、

内
部
統
制
の
確
立
を
図

る
必
要
が
あ
る
。

職
員
に
対
し
財
務
事
務
研
修
の
受

講
を
推
進
し
、
関
連
知
識
の
習
熟
度

を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
法
令

等
を
遵
守
す
る
。

ま
た
、
担
当
の
自
己
点
検
及
び
管

理
監
督
者
に
よ
る
内
部
チ
ェ
ッ
ク
体

制
を
強
化
す
る
。

歳
入
の
調
定
及
び
年

度
区
分
が
適
正
で
な
い

も
の
が
あ
る
。

歳
入
の
調
定
及
び
年
度
区
分
の
是

正
措
置
を
進
め
る
と
と
も
に
、
他
に

同
様
の
事
案
が
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
。
今
後
は
内
部
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の

強
化
に
よ
り
、
再
発
防
止
に
努
め

る
。

下
北
教
育
事
務
所

報
償
費
及
び
旅
費
に

お
い
て
、
支
払
手
続
が

支
払
状
況
確
認
表
や
事
業
の
年
間

計
画
表
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、

遅
延
し
て
い
る
も
の
が

あ
る
。

支
払
事
務
や
事
業
内
容
の
情
報
共
有

化
を
図
り
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
を

徹
底
す
る
と
と
も
に
、
管
理
監
督
者

を
含
め
複
数
人
で
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制

の
強
化
に
努
め
る
。

青
森
県
警
察
本
部

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
。

放
置
違
反
金
の
自
主
納
付
催
促
や

滞
納
処
分
に
よ
る
財
産
差
押
え
を
行

う
こ
と
に
よ
り
収
入
未
済
額
の
縮
減

に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

青
森
県
む
つ
警
察
署

雑
入
に
お
い
て
、
調

定
額
が
誤
っ
て
い
る
も

の
が
あ
る
。

調
定
手
続
に
誤
り
が
な
い
よ
う
職

員
相
互
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
を

図
り
再
発
防
止
に
努
め
る
こ
と
と
し

た
。
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